
                              令和７年１月９日 
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災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果をお知らせします 

 
 災害用物資・機材等については、災害対策基本法において市町村が備蓄するもの

とされていますが、令和６年能登半島地震に係る災害応急対応の自主点検レポート

で「避難所の開設に備えた物資、資機材等の自治体の準備状況について、国が確認

し公表することを検討する」と、また令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検

討の在り方についてで、「国においても、その備蓄状況を調査し、公表する」とされ

ております。 

これらを踏まえて、内閣府では全国の地方公共団体（都道府県及び市区町村）に

おける災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査を実施し、調査結果をとりまと

めましたのでお知らせします。（建物内の設備（備え付けのエアコン等）は本調査の

対象外。） 

 

【参考】 

・災害対策基本法 

（防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務） 

第 49 条  

災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係

る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、

又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければなら

ない。 

 

・「令和６年能登半島地震に係る災害応急対応の自主点検レポート」（P.23） 

【避難所の開設】 

避難所の開設に備えた物資、資機材等の自治体の準備状況について、国が確認し公表する

ことを検討する。 

 

・「令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について（報告書）」（P.106） 

４．物資調達・輸送 

○市町村・都道府県による備蓄の確保 

・避難所における備蓄については、自治体において、トイレ、食料、パーティション、段ボ

ールベッド等簡易ベッドをはじめ、避難生活において必要な物資の備蓄を災害対策基本法

や防災基本計画に基づいて進めることとされており、国においても、その備蓄状況を調査

し、公表することが適当である。 

 

【掲載先】  

本調査結果については、https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r6_1101.pdf（内閣府

HP）にも掲載しています。 

 

＜連絡先＞ 
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 

坂本、前原、藤川 
TEL: 03-3501-5191（直通） 
 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（防災デジタル・物資支援担当）付 
 谷田部、遠藤、安齋 



１．調査の項⽬
○調査対象︓全国都道府県及び市区町村
○調査時点︓令和６年1１⽉１⽇
○調査内容︓災害⽤物資・機材等の備蓄状況

２．調査結果（全国計）

３．今後の内閣府の対応

　昨年12⽉の取組指針・ガイドラインの改定に加え、今般の経済対策における新地⽅
創⽣交付⾦による資機材等の備蓄の⽀援等を進めていきます。

災害⽤物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果について
（別添１）




